
 

上天草市松島総合運動公園指定管理者募集要項 
 

 上天草市では、公の施設である「上天草市松島総合運動公園」の管理業務について、設

置目的をより効果的に達成するため、指定管理者制度を導入し、管理運営を行っていま

す。 

 令和３年３月３１日で指定期間（５年間）が終了することに伴い、次期指定管理者を選

定する必要があるため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項、

上天草市松島総合運動公園条例（平成１６年上天草市条例第１７８号）第１２条及び上天

草市公の施設の指定管理者の選定の手続に関する条例（平成１６年上天草市条例第２０４

号）第３条の規定に基づき、上天草市松島総合運動公園（以下「運動公園」という。）の

指定管理者を募集します。 

 

１ 対象施設の概要 

（１） 名 称 

    上天草市松島総合運動公園 

（２） 所在地 

    上天草市松島町合津４２７６番地４４ 

（３） 施設の設置目的、役割等 

    市民の体育の向上と健康の増進を図ることを目的とし、上天草市におけるスポー

ツ活動の拠点施設として、スポーツを実施する機会の提供、市民のスポーツ活動へ

の支援などを中核的な役割を果たすスポーツ振興の場としている。 

（４） 施設の沿革 
    平成５年      設置「松島野球場・陸上競技場」 

    平成９年      設置「総合センターアロマ」 

    平成１０年     設置「グランドゴルフ場」 

    平成１１年     設置「子ども広場」 

    平成２４年     設置「テニスコート」 

    平成２９年     改修「陸上競技場」のフィールド内を「人工芝化改修」 

                 ＪＦＡ公認の「サッカー場」となる。 

（５） 施設内容、規模等 

    アロマ＋野球場＋陸上競技場＋子ども広場＋グラウンドゴルフ場＋テニスコート 

    ３６，０３０㎡ 

   ア 松島総合センター「アロマ」 
敷地面積：   １８，０００㎡ 

     建築面積：    ５，０１８㎡  延べ面積：７，１４５㎡ 

     構造：鉄筋コンクリート造 一部鉄骨３階建て 

     ※施設内容 

      アリーナ、サブアリーナ、トレーニング室、研修室１・２、和室、 

視聴覚室、図書館、ホール 

   イ 野球場：    １２，０７０㎡ 

   ウ テニスコート：  ８，５２０㎡ 

   エ 陸上競技場：  ２０，５２３㎡（うち人工芝サッカー場１０，５９９㎡） 

   オ グランドゴルフ場：６，４００㎡ 

   カ 子ども広場：  １４，０００㎡ 



 

（６） 現在の管理運営体制 

    現在の指定管理者…共同企業体 祐和會 

（７） 施設の利用実績 

   「施設概要書」のとおり 

 

２ 管理運営にあたっての基本的な考え方 

  指定管理者は業務遂行に当たり関連する法令等を遵守し、市民の平等な利用の確保に

努め、施設の目的を効果的かつ効率的に達成するとともに、自らが策定した管理計画に

基づき適正に管理すること。利用者のニーズを的確に把握し、サービスの向上にも努

め、地域住民と連携し、地域の振興に寄与するよう努めること。可能な限り、環境保全

についても配慮すること。 

 

３ 指定管理者が行う管理業務の基準 

（１） 休館日 

   ア 毎週月曜日とする。（ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律（昭和２３年法

律第１７８号）第３条第１項又は第３項の規定により休日とされる日に当たると

きは、その日後の当該休日以外の最初の日） 

   イ １２月２８日から翌年１月４日まで（アに該当する日を除く。） 

   ウ 教育委員会が特に必要があると認めるときは、ア又はイの休館日を変更し、又

は別に休館日を定めることができる。 

（２） 開館時間 

   ア 開館時間は、午前９時から午後１０時までとする。 

   イ 教育委員会が特に必要があると認めるときは、アの開館時間を変更することが

できる。 

（３） 法令遵守等 

    管理運営業務を行うに当たっては、次の法令等を遵守すること。 

   ア 上天草市松島総合運動公園条例、上天草市松島総合運動公園条例施行規則（平

成１６年上天草市教育委員会規則第２３号） 

   イ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）、地方自治法施行令（昭和２２年政令

第１６号）、地方自治法施行規則（昭和２２年内務省令第２９号）ほか行政関係

法令 

   ウ 労働基準法（昭和２２年法律第４９号）、労働安全衛生法（昭和４７年法律第

５７号）ほか労働関係法令 

   エ 浄化槽法（昭和５８年法律第４３号）、建築物における衛生的環境の確保に関

する法律（昭和４５年法律第２０号）、建築物における衛生的環境の確保に関す

る法律施行規則（昭和４６年厚生省令第２号）、水道法（昭和３２年法律第１７

７号）水道法施行規則（昭和３２年厚生省令第４５号）、建築基準法（昭和２５

年法律第２０１号）、消防法（昭和２３年法律第１８６号）、消防法施行規則

（昭和３６年自治省令第６号）、電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）、そ

の他施設、設備の維持管理又は保守点検に関する法令 

   オ その他 

   （ア） 指定管理者は、施設の管理に関し知り得た個人情報の保護を図るため、上

天草市個人情報保護条例（平成１７年上天草市条例第４号）第２７条第２項



 

の規定に従い、協定において定める安全確保の措置を講じること。 

   （イ） 指定管理者は、施設の使用許可承認等行政処分に相当する権限を行使する

ときは、上天草市行政手続条例（平成１６年上天草市条例第１６号）第２章

の規定を遵守すること。 

   （ウ） 指定管理業務を行うに当たり作成又は取得した文書等は、適正に管理し、

５年間保存すること。指定期間を過ぎた後も同様とする。 

   （エ） 指定管理者は、業務の実施に当たっては、省エネルギーの徹底と温室効果

ガスの排出抑制に努めるとともに、廃棄物の発生抑制、リサイクルの推進、

廃棄物の適正処理に努めること。 

       また、環境負荷の軽減に配慮した物品等の調達（グリーン調達）に努め

る。 

     ※ 管理基準に関する細目的事項は、協議のうえ、協定で定めることとする。 

（４） 維持管理  施設の設備及び物品の維持管理を適切に行うこと。 

 

４ 指定管理者の業務等 

（１） 指定管理者が行う施設の管理業務 

   ア 体育・スポーツ・文化のための施設及び設備（以下「施設等」という。）の提供 

   イ 体育・スポーツ・文化に関する相談の対応及び指導 

   ウ その他体育・スポーツ・文化の普及振興に必要な業務 

   エ 運動公園の利用の許可に関する業務 

   オ 運動公園の施設等の維持及び修繕に関する業務 

   カ 上記アからオまでに掲げるもののほか、教育委員会が運動公園の管理上必要と

認める業務 

（２） その他、別紙「管理業務仕様書（別記１）」に定めるとおり。 

  ※ 管理基準に関する細目的事項は、協議のうえ、協定で定める。 

（３） 自主事業

    施設の管理目的を効果的に達成するため、指定管理者が企画、立案し、事業を行

う。 

 

５ 指定の期間 

  令和３年４月１日から令和８年３月３１日までとする。ただし、管理を継続すること

が適当でないと認めるときは、指定を取り消すことがある。 

 

６ 管理に要する経費 

  運動公園の管理に要する経費は、利用料金収入及び市から支払う委託料によって賄う

こととします。このうち、指定期間中に市が支払う委託料の額は、次に定める基準価格

の範囲内で、応募事業者から各年度の委託額の提案を求める。 

  なお、市からの委託料の具体額は、事業計画書で提示された額に基づき、指定管理者

と使途の間で締結する協定書で定める。 

  基準価格  １７２，８７０千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

  （令和３年度：３４，５７４千円） 

  （令和４年度：３４，５７４千円） 

  （令和５年度：３４，５７４千円） 

  （令和６年度：３４，５７４千円） 



 

  （令和７年度：３４，５７４千円） 

  ※ 基準価格を超える提案があった場合には、第一次審査で失格となるので、注意す

ること。 

 

７ 参加資格 

  次に掲げる全ての要件を満たす法人その他の団体であること。 

（１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しな

いこと。 

（２） 県内に事業所を有すること。 

（３） 暴力団（暴力団員による不当な行為に関する法律（平成３年法律第７７号）第２

条第２号に規定する暴力団をいう。）でないこと。 

（４） 暴力団密接関係者（上天草市暴力団排除条例（平成２４年上天草市条例第５号）

第２条第４号に規定する者をいう。）でないこと。 

（５） 上天草市工事等請負及び委託契約等に係る指名停止の措置要領（平成１６年上天

草市告示第９４号）又は上天草市物品購入等契約及び業務委託契約に係る指名停止

の措置要綱（平成２７年上天草市告示第７１号）に基づく指名停止の措置を受けて

いないこと。 

（６） 労働者災害補償保険に加入していること。 

（７） 市税、県税、法人税、消費税及び地方消費税等を滞納していないこと。 

（８） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）、民事再生法（平成１１年法律第２２５

号）等に基づく更生手続又は再生手続を行っていないこと。また、手形交換所によ

る取引停止処分、主要取引先からの取引停止等事実があり、経営状態が著しく不健

全である者でないこと。 

（９） 賃金不払いに関する厚生労働省からの通報が市長に対してあり、当該状態が継続

している場合であって、明らかに指定管理者として不適格と認められるときに該当

していないこと。 

（１０） 施設等の管理運営において、緊急時の迅速な対応が確実に果たせること。 

（１１） 複数の法人等でグループを構成して申請する場合は、次に掲げる事項について

留意すること。 

   ア 代表構成員を選出し、市との協議等については代表構成員が行うこと。なお、

グループの構成員は、（１）から（１０）までに掲げる要件の全てを満たすこと。 

   イ 申請者の記名押印等については、構成員全員が行うこと。 

   ウ 申請については、１グループにつき１提案に限る。また、グループの構成員は、

他のグループの構成員となり、又は単独で申請を行うことはできない。 

   エ 「８提出書類」の（３）～（８）については、参加者それぞれについて提出す

ること。 

 

８ 提出書類 

  申請に当たっては、以下の書類を市に提出することとする。 

  なお、市が必要と認める場合は、追加資料の提出を求めることがある。 

（１） 指定管理者指定申請書（別記様式） 



 

（２） 運動公園指定管理者事業計画書（別紙様式１）及び運動公園管理業務の収支予算

書（別紙様式２） 

（３） 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書 

（４） 非法人にあっては、当該団体代表者の身分証明書 

（５） 定款、寄附行為、規約又はこれらに類する書類 

（６） 納税証明書 

   ア 法人税、消費税及び地方消費税について未納がないことの証明書 

   イ 市税（同市税が課税されていない者で市外に主たる事務所又は事業所を有する

ものにあっては、主たる事務所又は事業所の所在地の市町村民税）及び地方税

の納税証明書 

（７） 申請の日の属する事業年度の前事業年度における賃借対照表、収支決算書その他

の団体の財務状況を明らかにする書類 

（８） 申請の日の属する事業年度の前事業年度における事業報告書その他の団体の業務

の内容を明らかにする書類 

（９） 労働者災害補償保険に加入していることを称する書類（従業員を雇用していない

事業者は除く。） 

（１０） その他市長が必要と認める書類 

   ア 県内事業所に係る従業員名簿及び賃金台帳 

   イ グループで申請する場合は、グループ構成員表及び協定書（構成員の代表団

体、役割分担、代金請求・受領団体等を明らかにした書類） 

 

９ 質問事項の受付 

  募集要項の内容等に関する質問を次のとおり受け付けます。 

（１） 受付期間 令和２年８月２４日（月）から９月８日（金）まで 

（２） 質問票（別紙様式３）に記入のうえ、電子メール又はファクシミリで提出するこ

と。 

 

１０ 現地説明会の実施 

   現地説明会を次により開催します。参加を希望される場合は、法人等の名称及び参

加する方の氏名をあらかじめ連絡すること。 

（１） 開催日時  令和２年８月３１日（月） 午前１０時から１時間程度 

（２） 上天草市松島総合センター「アロマ」 研修室 

 ※ 上記開催日時の終了時刻については、説明会の進行状況により前後する場合があ

る。 

 

１１ 申請書類提出先及び提出期間 

（１） 提出先  上天草市教育委員会 社会教育課（上天草市役所松島庁舎２階） 

         ８６１－６１９２熊本県上天草市松島町合津７９１５番地１ 

         電話 ０９６９－２８－３３８０（ダイヤルイン） 

（２） 提出期間 令和２年８月２４日（月）から令和２年９月２３日（水）までの日

（閉庁日を除く。）の午前８時３０分から午後５時までとします。 

（３） 提出部数 正本１部、副本１部 

  ※ 書類は、Ａ４版又はＡ３版（様式の定まっているものを除く。）で提出するこ

と。 

     正本 １部 （添付書類を含め、申請者名がわかるもの。要押印） 



 

     副本 １部 （添付書類を含め、正本から申請者名及び申請者名を類推できる

表現・ロゴ等を外すこと。黒塗り等。押印不要） 

   ※ 郵送の場合、書留郵便により最終日の午後５時までに必着のこと。 

   ※ 電子メール又はファクシミリでの提出は認めません。 

   ※ 提出後に不備があった場合、提出期間内であってもこれを書き替え、差し替え

又は撤回することはできない。 

 

１２ 選定方法 

（１） 指定管理候補者選定委員会（以下「選定委員会」という。）において、各委員が

次の選考事項に沿って、それぞれ審査した評点の合計が最も高い申請者を選定委員会

の意見とし、最終的に市において選定する。 

（２） 審査方法 

    第１次審査として選定基準及び審査基準に基づき、提出された書類等を審査し、

第２次審査として事業計画書等について個別に提案（プレゼンテーション）を求め、

その内容を審査し、候補者を選定する。 

    ただし、次の要件に該当した場合、選定審査から除外する。 

   ア 提出書類に著しい不備があった場合 

   イ 提出書類に虚偽の記載があった場合 

   ウ 関係法令に違反若しくは本要項から著しく逸脱した提案である場合 

   エ 指定する申請受付期間を経過してから申請書類等が提出された場合 

   オ 書類提出後に事業計画の内容を大幅に変更したことが明らかになった場合 

   カ その他不正行為があった場合 

（３）審査基準と配点 

第１次審査（申請書審査の選定項目及び審査内容）     Ⅱ分類（大規模専門施設） 

選定項目及び審査内容 配 点 

１  事業計画書の内容が、市民の平等な利用を確保することができるものであるか。 

ア 施設の設置目的及び市が示した管理の方針 

イ 市民の施設等の平等な利用の確保 

適・否 

２  提案された額が、基準価格を越えないものであるか。 適・否 

第２次審査（プレゼンテーション審査の選定項目及び審査内容） 

選定項目及び審査内容 配 点 

１  事業計画書の内容が、当該公の施設の効用を最大限に発揮させるものであるか。 

ア 利用者の増加を図るための具体的手法及び期待される効果 

イ サービスの向上を図るための具体的手法及び期待される効果 

ウ 施設等の維持管理の内容、適格性及び実現の可能性 

３５ 

２  事業計画書の内容が、管理を安定して行うために必要な縮減が図られているか。 

ア 施設等の管理運営に係る経費の内容 

イ 収支計画の内容、適格性及び実現の可能性 

２０ 

３  事業計画に沿った管理を安定して行うために必要な人員及び財政的基礎を有して

いるか。 

ア 収支計画の内容、適格性及び実現の可能性 

イ 安定的な運営が可能となる人的能力 

ウ 安定的な運営が可能となる経理的基盤 

３５ 



 

エ 類似施設の運営実績 

４  その他当該公の施設の設置目的を達成するために必要と認める事項 

ア 市施策との整合 

  ・福祉、雇用、環境等への取組 

イ 市民との協働 

  ・関係団体、ボランティア団体等との連携 

  ・地域活性化への取組 

１０ 

 合    計 １００ 

 

１３ 申請に要する経費 

  申請に要する経費等はすべて申請者の負担とする。 

 

１４ 無効または失格 

  本要項中に記載している内容のほか、以下の事項に該当する場合は、無効又は失格と

なることがある。 

（１） 申請書の提出方法、提出先、提出期限などが守られなかった場合 

（２） 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていない場合 

（３） 申請書に記載すべき事項以外の内容が記載されている場合 

（４） 虚偽の内容が記載されている場合 

（５） その他選定委員会で協議の結果、審査を行うに当たって不適当と認められる場合 

 

１５ 選定委員会 

  令和２年１０月７日（水）に実施します。（予定）※変更となる場合がある。 

  申請者である法人その他の団体の代表者又は代理の方は、提案があった事業計画につ

いての説明を求めるので、プレゼンテーションを実施すること。（当日の資料の追加配

布は認めない。スライドを使用する際は、申請の際、事前にスライド一覧表を提出する

こと。） 

  また、事業提案等の説明について、選定委員からの質疑に対して説明や意見を述べら

れる方が出席すること。 

  なお、時間及び場所については、後日連絡する。 

 

１６ 選定結果等の公表 

  応募状況について、ホームページにより、申請した団体の名称については公表する。 

  選定結果については、各申請者に文書で通知する。 

 

１７ スケジュール 

内容 日程 

広告（募集要項等の公表） 令和２年 ８月２４日（月） 

現地説明会の実施 令和２年 ８月３１日（月） 

質問書の提出期限 令和２年 ９月 ８日（火） 

質問書に対する回答 令和２年 ９月１５日（火） 

申請書類の提出期限 令和２年 ９月２３日（水） 

一次審査の審査結果通知 令和２年 ９月２５日（金） 

プレゼンテーション審査 令和２年１０月 ７日（水） 



 

選定結果の通知及び公表（候補者決定） 令和２年１１月上旬 

指定管理者の指定（市議会の議決） 令和２年１２月下旬 

協定の締結 令和３年 １月上旬 

 

１８ 指定管理者の指定及び管理業務に係る委託料 

（１） 指定管理者は上天草市議会（令和２年１２月議会予定）の議決を経て指定する。 

（２） 議決後に市と指定管理者との間で協定を締結するが、この協定の管理業務に係る

委託料は令和３年度予算額以内となるので、申請時に提出のあった管理業務に係る提

案価格を下回る場合がある。 

 

１９ その他 

（１） 提出書類は、返却しない。 

（２） 提出された書類は、必要に応じ複写する。（使用は、市庁内及び選定委員会での

検討に限る。） 

（３） 提出された書類は、上天草市情報公開条例（平成１７年上天草市条例第３号）に

基づく公文書開示請求により開示することがある。 

 

２０ 留意事項 

（１） 指定管理候補者を指定管理者として指定する前において、指定管理候補者が７参

加資格に掲げる要件を欠くこととなったとき、又は財務状況の悪化等により事業の履

行が確実でないと認められるとき、若しくは社会的信用を著しく損なうなど指定管理

者としてふさわしくないと認められるときは、協定を締結しない又は協定を解除し、

指定管理者の指定を行わないことがある。 

（２） 指定管理者の指定後に、指定管理者が「７参加資格」に掲げる要件を欠くこととな

ったとき、又は財務状況の悪化等により事業の履行が確実でないと認めるとき、若し

くは社会的信用を著しく損なうなど指定管理者としてふさわしくないと認められると

きは、指定管理者の指定を取り消し、又は業務の全部若しくは一部の停止を命じるこ

とができるものとする。 

 

２１ 添付資料・様式 

（１） 指定管理者指定申請書（別記様式） 

（２） 上天草市松島総合運動公園指定管理者事業計画書（別紙様式１） 

（３） 上天草市松島総合運動公園管理業務の収支予算書（別紙様式２） 

（４） 指定管理委託料設計書 

（５） 質問書（別紙様式３） 

（６） 上天草市松島総合運動公園施設概要書 

（７） 上天草市松島総合運動公園の管理運営に関する協定書（案） 

（８） 上天草市松島総合運動公園管理業務仕様書（協定書別記１） 

（９） 機器等保守点検仕様書（仕様書別添１） 

（10） 芝生・グラウンド施設管理業務仕様書（仕様書別添２、３） 

（11） 植栽維持管理業務仕様書（仕様書別添４、５） 

（12） テニスコート管理業務仕様書（仕様書別添６） 

（13） 備品保管場所毎一覧表（仕様書別添７） 

（14） 管理運営に関する年度協定書（協定書別記２） 

（15） リスク分担表（案）（協定書別記３） 



 

（16） 個人情報取扱特記事項（協定書別記４） 

 

２２ 問合せ先 

  〒８６１－６１９２ 熊本県上天草市松島町合津７９１５番地１ 

  上天草市教育委員会 社会教育課 スポーツ推進係 

   担当者：森、大野 

   電 話：０９６９－２８－３３８０（ダイヤルイン） 

   ＦＡＸ：０９６９－５６－２１３４ 

   メール：syakyou_atmark_city.kamiamakusa.lg.jp 

   ※ 上記電子メールアドレスについては、スパムメール対策として「＠」を「_atmark_」と表示して

いるため、電子メールを送信する際には、「＠」に変更すること。 

   ※ 件名は、「上天草市松島総合運動公園指定管理事業（事業所名）」とすること。

  



 

応募にあたって教育委員会から本施設の指定管理者への付帯条件 

 

１ 秘密の保持 

  指定管理者は、管理業務の執行により知り得た秘密を他にも漏らし、又は自己の利益

のために利用してはならない。協定が終了し、又は解除された後も同様とする。 

２ 個人情報の保護 

  上天草市個人情報保護条例を遵守すること。 

３ 情報の公開 

  上天草市情報公開条例の趣旨にのっとり、当該情報の公開に努めなければならないも

のとする。 

４ 行政手続 

  指定管理者は、上天草市行政手続条例の規定を理解し遵守しなければならないものと

する。 

５ 文書等の保存 

  管理業務に関する文書等について、協定期間終了後５年間保存しなければならないも

のとする。 

６ 先行予約 

  市等が関係する行事は先行して予約することが出来るものとする。 

  （優先順位） 

  １位 上天草市又は教育委員会が主催する行事・事業 

     （国際大会・全国大会・九州大会などの大規模な行事は同様順位とする。） 

  ２位 上天草市又は教育委員会から委託された市民全体を対象とする行事 

  ３位 上天草市又は教育委員会から委託された地域住民を対象とする行事 

  ４位 上天草市又は教育委員会が共催する行事 

  ５位 上天草市又は教育委員会が講演する行事 

７ 施設使用料の徴収事務 

  指定管理者業務とは別に「上天草市立学校施設」の受付業務及び使用料の徴収事務を

行う。 

 ①使用料の収納事務 

 ②使用料に係る各種届出、申請書等の受付 

 ③収納事務に附帯する集計、記帳その他事務 

８ 災害時での避難場所としての施設 

  市の施設として、避難場所に指定しており、災害時等に住民の避難場所としての対応

や協力体制をとること。 


